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【１】長期優良住宅認定審査分手数料

【２】建築基準関係規定適合審査加算額　

長期優良住宅建築等計画認定申請手数料　　　【１】＋【２】

408,000

518,000

592,000

□

担当者名 連絡先
代理者名
（担当者）

長期優良住宅建築等計画認定申請手数料チェックリスト
【増改築・既存】

申請者名

設計者名
設計者名
（代表者）

設計事務所名

令和　　　年　　　月　　　日

円

円

円

　　20,000ｍ
２
超～30,000ｍ

２

　　30,000ｍ
２
超

3,305,000

□

□

円長期優良住宅認定審査分手数料　【１】

確認申請相当手数料額

建築基準関係規定適合審査加算額　【２】

長期優良住宅建築等計画認定申請手数料　　　【１】＋【２】

5,790,000

【１】長期優良住宅認定審査分手数料

□

□

1,043,000□

床面積

78,000

160,000

別紙　建築確認手数料チェックリストによる。
ただし、確認手数料の減免は適用できません。

加算額なし

面積区分による申請手
数料（円）

建物名称

無 □

38,000

61,000

184,000

円

 建築確認の審査を併せて行う場合
（申請書第二面【９．確認の特例】　有）

 建築確認申請を別途行う（不要な）場合
（申請書第二面【９．確認の特例】　無）

□

地名地番

登録住宅性能評価機関の
確認書又は住宅性能評価書の添付の有無

有 □

□

該当欄□に
チェック

面積区分による手数料算定基準面積
（申請書第二面　１．【４．】の床面積）

面積区分による申請
手数料（円）

21,000

□

□

□

該当欄□
にチェッ

ク

□

102,000

4,722,000□

1,787,000

□

□

□

□584,000

294,000

□

□

　　200ｍ
２
以内のもの

　　200ｍ
２
超～500ｍ

２

□

　　500ｍ
２
超～1,000ｍ

２

　　1,000ｍ
２
超～3,000ｍ

２

　　3,000ｍ
２
超～5,000ｍ

２

　　5,000ｍ
２
超～10,000ｍ

２

　　10,000ｍ
２
超～20,000ｍ

２

240,000
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【１】長期優良住宅認定審査分手数料

【２】建築基準関係規定適合審査加算額

長期優良住宅建築等計画認定申請手数料　　　【１】＋【２】

担当者名 佐賀　次郎 連絡先 0952-25-7165

佐賀　花子設計者名

 建築確認審査を同時に行う場合
（申請書第二面【９．確認の特例】　有）

□

確認申請相当手数料額

0

令和　　４年　　10月　 ３日

代理者名
（担当者）

 建築確認申請を別途行う場合
（申請書第二面【９．確認の特例】　無）

□

【１】長期優良住宅認定審査分手数料 10,000

38,000 □ 184,000

　　10,000ｍ
２
超～20,000ｍ

２

地名地番

円

加算額なし

円

□

　　500ｍ
２
超～1,000ｍ

２ 61,000 □ 294,000 □

　　200ｍ
２
超～500ｍ

２

　　20,000ｍ
２
超～30,000ｍ

２

408,000

　　1,000ｍ
２
超～3,000ｍ

２ 102,000

　　30,000ｍ
２
超

　　3,000ｍ
２
超～5,000ｍ

２

　　5,000ｍ
２
超～10,000ｍ

２

160,000

592,000

該当欄□
にチェッ

ク

　　200ｍ
２
以内のもの 21,000 □ 78,000 □

面積区分による申請手
数料（円）

佐賀市城内１－１－５９ 建物名称 佐賀太郎邸

面積区分による手数料算定基準面積
（申請書第二面　１．【４．】の床面積）

面積区分による申請
手数料（円）

該当欄□に
チェック

床面
積

150

登録住宅性能評価機関の
確認書又は住宅性能評価書の添付の有無

有 □ 無 □

設計者名
（代表者）

設計事務所名 佐賀一級建築士事務所

申請者名 佐賀　太郎

長期優良住宅建築等計画認定申請手数料チェックリスト
【増改築・既存】

□

240,000 □ 1,787,000 □

1,043,000 □

□

□

584,000

0 円

□ 3,305,000 □

518,000 □ 4,722,000 □

別紙　建築確認手数料チェックリストによる。
ただし、確認手数料の減免は適用できません。

□ 5,790,000 □

10,000 円長期優良住宅建築等計画認定申請手数料　　　【１】＋【２】

長期優良住宅認定審査分手数料　【１】 10,000 円

建築基準関係規定適合審査加算額　【２】

事前に登録住宅性能評価機
関で長期使用構造審査を受け
ている場合は、確認書又は住宅
性能評価書を添付して申請し、
この欄の手数料となります。

通常は、別途建築確認申請を行い、加算額は０になります。

確認書又は住宅性能評価書
の添付が無い場合は、この欄
の手数料となります。

申請する住戸を含む建築物１棟の床面
積となります。

申請に必要な手数料額

記 入 例


